
奈良県中学校体育連盟

会 則

昭和２５年 ４月 施行



奈良県中学校体育連盟規約

第 １ 章 総 則

（ 名 称 ）

第 １ 条 この会は奈良県中学校体育連盟と称する。

（ 事務所 ）

第 ２ 条 この会の事務所は理事長所在の学校内に置く。

（ 目 的 ）

第 ３ 条 この会は中学校保健体育の健全な発展を図ることを目的とする。

（ 事 業 ）

第 ４ 条 前条の目的を達成するために次の各号の事業を行う。

１．中学校生徒の体育大会等の開催

２．中学校体育に関する調査・研究

３．競技の普及・振興及び指導者の養成に関する事項

４．その他この会の目的達成に必要な事項

（ 組 織 ）

第 ５ 条 この会は、各郡市を単位とする中学校体育連盟をもって組織する。

（研究部並びに専門部）

第 ６ 条 この会に研究部ならびに競技種目の専門部を設置し、必要に応じ別に細則を定める。

第 ２ 章 役 員 等

（ 役 員 ）

第 ７ 条 この会に次の役員をおく。

１．会 長 １ 名 ２．副 会 長 ３ 名

３．評 議 員 各市郡会長 ４．理 事 長 １ 名

５．副理事長 ２ 名 ６．幹 事 １ 名

７．常任理事 若干名 ８．理 事 各郡市理事長

９．会 計 １ 名 １０．書 記 １ 名

１１．監 事 ２ 名 １２．顧 問 若干名

１３．参 与 若干名

（ 会 長 ）

第 ８ 条 会長は評議員において推挙する。会長はこの会を代表して会務を総理する。

（ 副会長 ）

第 ９ 条 副会長は、評議員会において推挙する。

副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは会長の職務を代理する。

（ 評議員 ）

第 １０ 条 各郡市会長をもってこれに充て、本会の重要事項を協議する。



（ 理事長 ）

第 １１ 条 理事長は理事の互選による。理事長はこの会の運営にあたる。

（ 副理事長 ）

第 １２ 条 副理事長は理事の互選による。副理事長は理事長を補佐し、理事長事故あるときは理事長

の職務を代理する。

（ 幹 事 ）

第 １３ 条 幹事は会長これを委嘱し、庶務を処理する。

（ 常任理事 ）

第 １４ 条 常任理事は理事、専門部、研究部、から若干名会長これを委嘱し、この会の常務を執行す

る。特に会長が必要と認めるときは、上記以外より委嘱することができる。

（ 理 事 ）

第 １５ 条 理事は郡市理事長をもってこれに充て、本会の重要事項を協議する。

但し、県理事長に推挙された郡市にあっては、郡市理事長を別に選出する。

（組織運営検討委員）

第 １６ 条 組織運営検討委員は、評議員から若干名会長これを委嘱し、この会の常務を執行する。

特に会長が必要と認めるときは、上記以外より委嘱することができる。

（ 会 計 ）

第 １７ 条 会計は常任理事のうちから会長これを委嘱し、この会の会計事務を掌理する。

（ 書 記 ）

第 １８ 条 書記は常任理事のうちから会長これ委嘱し、この会の書記事務を掌理する。

（ 監 事 ）

第 １９ 条 幹事は会長これを委嘱し、会計監査をする。

（ 顧 問 ）

第 ２０ 条 顧問は評議員会において推挙し会長これを委嘱する。顧問はこの会の運営に関し諮問に応

じる。

（ 参 与 ）

第 ２１ 条 参与はこの会に加盟する中学校長並びに関係者のなかから会長これを委嘱する。

参与はこの会の運営並びに行事に関し指導的意見を述べることができる。

（ 役員の任期 ）

第 ２２ 条 役員の任期は２年とし、再任を妨げない。

第 ３ 章 会 議

（ 評議員会 ）

第 ２３ 条 会長、副会長、評議員、理事長、副理事長をもって組織し、この会の運営についての重要

事項を審議する。



（ 理事会 ）

第 ２４ 条 会長、副会長、理事長、常任理事、理事をもって組織しこの会の運営にあたる。

（ 常任理事会 ）

第 ２５ 条 会長、副会長、副理事長、常任理事をもって組織し、緊急の場合理事会にかえることがで

きる。

（ 専門委員会 ）

第 ２６ 条 各種目別専門委員長をもって組織し、各種目専門部の連絡調整にあたる。

（ 組織運営検討委員会 ）

第 ２７ 条 会長、副会長、理事長、副理事長、会計、組織運営検討委員をもって組織し、この会の運

営にあたる。

（諸会議の招集）

第 ２８ 条 この会の諸会議は会長これを招集する。

第 ４ 章 会 計

（ 経 費 ）

第 ２９ 条 この会の経費は会費、補助金、その他の収入による。

（予算並びに決算）

第 ３０ 条 予算並びに決算は評議員会並びに理事会の承認を得なければならない。

（ 会計年度 ）

第 ３１ 条 会計年度は４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。

第 ５ 章 事務局

（ 事務局 ）

第 ３２ 条 この会の事務局は奈良県教育研究所内に置く。

２．事務局には、事務局長を置く。

３．事務局長は、会長が委嘱する。

４．事務局長は、本会の庶務を掌る。

第 ６ 章 雑 則

（ 規約の改正 ）

第 ３３ 条 この会の規約を改正するときは評議員会並びに理事会の決議を経なければならない。

平成１８年 ３月 ９日 規約一部改正

平成２２年１１月２５日 規約一部改正

令和 ３年 ４月３０日 規約一部改正



奈良県中学校体育連盟表彰規定附則

第 １ 条 本連盟では表彰に関する規定を下記の通り定め、その該当者等を表彰する。

第 ２ 条 この規定は本連盟の普及振興に功績があった個人・団体に対し表彰を行い、体育・スポー

ツの発展に資することを目的とする。

第 ３ 条 前条に定める候補者は、次の各号が推薦するものとする。

（１）加盟中学校長 （２）県中体連専門部長 （３）県中体連事務局

第 ４ 条 受賞者の選考は、常任理事会があたり、１２月の理事・評議員会の承認を得るものとする。

１２月以降の選考は３月までの常任理事会で行い、３月の評議員・理事会の承認を得るもの

とする。

第 ５ 条 表彰は３月の県中体連合同会議で選手（個人・団体）を行い、教職員については、翌年５

月の県中体連合同会議において行う。

第 ６ 条 本規定表彰候補者推薦のための基準は別に定める。

昭和３９年１月２０日 規約一部改正

平成１８年６月１１日 規約改正

奈良県中学校体育連盟専門部細則
第 １ 条 この会と各専門部の正常な発達とスポーツの振興を図ることを目的とする。

第 ２ 条 この会は各郡市を単位とする専門委員をもって組織する。

第 ３ 条 各専門部は部長、委員長を中心として運営にあたる。

第 ４ 条 部長は委員長において推挙し会長これを委嘱する。

第 ５ 条 委員長は委員の互選により会長これを委嘱する。

第 ６ 条 部長、委員長の任期は２年とし重任をさまたげない。

昭和３９年１月２０日より施行

奈良県中学校体育連盟賛助会員制細則
第 １ 条 本連盟の目的に賛同し、より充実した県中体連育成のため経済的援助を目的として、次の

賛助会員制をおく。

第 ２ 条 賛助会員と特別賛助会員の二制度とする。

第 ３ 条 賛助会員･特別賛助会員とも、原則として特別の事情のない限り永年会員制とする。

第 ４ 条 賛助会費は次のとおりとする。

（イ）賛助会員・・・（年間 10，000円）（ロ）特別賛助会費・・・（年間 30，000円）

第 ５ 条 この会計と賛助特別会計とし、本会計による運営に支障をきたした場合、または運営のよ

り充実の必要ある場合に支出される。

昭和６３年５月２７日より施行



奈良県中学校体育連盟研究部細則

（ 名称 ）

第 １ 条 本研究部会は、奈良県中学校体育連盟研究部（略称「中体研究部」）と称する。

（ 事務所 ）

第 ２ 条 本研究部会は、事務所を委員長の所在する学校におく。

（ 目的 ）

第 ３ 条 本研究部会は、中体連及び部活動にとくに研究と中学生の心身ともに健全な育成及び体育

・スポーツ活動の振興を図ることを目的とする。

（ 事業 ）

第 ４ 条 前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

１．運動部活動に関する実態調査研究を行う。

２．運動競技会に関する調査研究を行う。

３．中学生の体力運動調査を行う。

４．奈良県中学校保健体育研究会と連携して事業を行う。

５．その他本研究部の目的を達成するために必要な事業を行う。

（ 会員 ）

第 ５ 条 本研究部は、県下の中学校運動部担当教員を会員とする。

（ 役員 ）

第 ６ 条 本研究部には次の役員をおく。

１．部 長 １ 名 ２．委員長 １ 名 ３．副委員長 １ 名

４．常任委員 若干名 ５．委 員 専門部１名 ６．会 計 １ 名

７．監 事 １ 名

（ 部長 ）

第 ７ 条 部長は、県中体連副会長とする。部長は、本研究部を代表し会務を統括する。

（ 委員長 ）

第 ８ 条 委員長は、委員の互選とし、本研究部の運営にあたる。

（ 副委員長 ）

第 ９ 条 副委員長は委員の互選とし、委員長を補佐し、委員長事故あるときは委員長の職務を代理

する。

（ 常任委員 ）

第 １０ 条 常任委員は、委員の中より部長が委嘱し、本研究部の常務を執行する。特に部長が必要と

認めるときは、上記以外より委嘱することができる。

（ 委員 ）

第 １１ 条 委員は、各専門部より選出された者１名、及び特に部長が委嘱した者とし、本研究部の重

要事項を協議する。



（ 会計 ）

第 １２ 条 会計は、常任委員の中より部長が委嘱し、庶務会計を掌理する。

（ 監事 ）

第 １３ 条 監事は、規約第１０条規定する評議員会において推挙し、部長が委嘱する。監事は会計監

査をする。

（ 任期 ）

第 １４ 条 役員の任期は、２年とする。ただし、重任は妨げない。

（ 会議 ）

第 １５ 条 本研究部の会議は、委員会・常任委員会とし、必要に応じて部長がこれを招集する。

（ 委員会 ）

第 １６ 条 委員会は、部長･委員長･副委員長･常任委員・委員をもって組織し、本研究部の運営に関す

る事項を審議する。

（ 常任委員会 ）

第 １７ 条 常任委員会は、部長･委員長・副委員長・常任委員をもって組織し、委員会に付議すべき実

行について審議する。なお緊急の場合は委員会に代わって処理する。

（ 経費 ）

第 １８ 条 本研究部の経費は、中体連活動費、補助金及びその他の収入による。

（ 予算・決算 ）

第 １９ 条 本研究部の予算及び決算は規約第２０条及び第２１条の規定による評議員会ならびに理事

会の承認を得なければならない。

（ 会計年度 ）

第 ２０ 条 本研究部の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。

（ 規約の改正 ）

第 ２１ 条 本細則の改正は、第２０条及び第２１条の規定による評議員会ならびに理事会の議決を経

なければならない。

昭和４１年２月１１日改正

（ 附則 ）

本細則は、平成６年４月１日より実施する。



奈良県中学校体育連盟表彰候補者推薦基準

本基準は表彰規定第６条により定めるもので推薦にあたる者は次の方法で選考し、推薦するもの

とする。但し、重複表彰はしない。

第 １ 条 表彰は、下記の各号のいずれかに該当する個人・団体に対して行う。

（１）選手の場合（個人・団体）

１） 全国大会において、優勝した個人・団体。（会長賞）

２） 全国大会において、２位・３位に入賞した個人・団体。（奨励賞）

３） 近畿大会で優勝した個人・団体。（奨励賞）

４） 奈良県大会・近畿大会・全国大会において、県中学校新記録を樹立したとき。

（県中学校新記録賞）

＊奈良県大会とは、県総合体育大会・県選抜選手権大会・近畿、全国大会予選。

＊全国大会とは、全国中学校体育大会・全国中学校選抜大会・国民体育大会。

＊近畿大会とは、近畿中学校総合体育大会・近畿中学校選抜選手権大会。

（２）教職員の場合

１） 全国大会において団体または個人で優勝を果した指導者。（優秀指導者賞）

＊指導者とは、生徒が在籍する学校の教職員に限る。

２） 県中体連会長・副会長・理事長は１年以上を対象とする。（功労賞）

３） 常任理事・専門部長・委員長２期４年以上を対象とする。（功労賞）

第 ２ 条 第１条以外で功績があったり、本連盟発展に寄与した個人・団体は、審議の上、第１条に

準ずる。

第 ３ 条 表彰の手続きは、以下の通りとする。

１） 会長賞・奨励賞・優秀指導者賞の推薦書は、各競技専門部で作成し、本連盟事務

局あてに１１月１０日までに提出すること。但し、競技専門部のない種目については、

各中学校から直接本連盟事務局あてに提出する。

２） （功労者）の推薦書は、その年度の終了後に県中体連事務局で作成する。

推薦書の様式は、次の通りとする。

（様式１）は、会長賞・奨励賞・県中学校新記録賞

（様式２）は、優秀指導者賞

（様式３）は、功労賞



（様式１）

奈 良 県 中 学 校 体 育 連 盟

会長賞・奨励賞・県中学校新記録賞

被 表 彰 候 補 者 推 薦 書

１．被表彰候補者

ふ り が な

氏 名

学 校 名

学 年

競 技 種 目

推薦理由（大会名・記録成績など）

２．推薦者

氏 名

職 名

勤 務 先



（様式２）

奈 良 県 中 学 校 体 育 連 盟

優秀指導者賞

被 表 彰 候 補 者 推 薦 書

１．被表彰候補者
ふ り が な

氏 名

学 校 名

性 別

競 技 種 目

推薦理由（大会名・記録成績など）

２．推薦者

氏 名

職 名

勤 務 先



（様式３）

奈 良 県 中 学 校 体 育 連 盟

功 労 賞

被 表 彰 候 補 者 推 薦 書

１．被表彰候補者
ふ り が な

氏 名

学 校 名

勤 務 先

役 職 名

役 職 期 間 年 月 ～ 年 月

（ 年）

２．推薦者

氏 名

職 名

勤 務 先


